
◦人権に関する相談�
　�〔人権擁護委員〕 �平日の月曜日� �

9：00～12：00、13：00～16：00
　〔弁護士〕 23日㈫�13：30～16：30〔予約制〕
問 �人権センター（大路二）　☎563-1660、563-7070

◦女性の総合相談（DV、家庭生活、仕事など）
　 平日　 9：00～16：00
�問 �男女共同参画課（ 7階）　☎565-1550、561-2489

◦保健師、助産師、保育士による妊娠、出産、子育て期に関する相談
　 平日　 8：30～17：15
�問 �子育て相談センター（さわやか保健センター 3階）� �
☎561-2339、561-2491

◦家庭相談員による子どもと家庭の問題についての相談・支援
　 平日　 8：30～17：15
�問 �家庭児童相談室（さわやか保健センター 3階）� �
☎561-2460、561-6780

◦少年に関する悩みの相談・支援など
　 平日　 9：30～16：00　※カウンセラー相談あり〔予約制〕
�問 �少年センター（大路二）　☎562-0594、567-0557

◦心身の発達に支援が必要な人とその家族の相談・支援
　 平日　 8：30～17：15〔予約制〕
�問 �発達支援センター（西渋川二）　☎569-0353、566-5144

◦障害福祉に関する相談・支援
　 月～土曜日の 8：30～17：15〔予約制〕※祝日は除く
�問 �障害者福祉センター（西渋川二）　☎569-0356、569-0354

◦年金に関する相談
　 �平日�� 8：30～17：15（月曜日は19：00まで）�

13日㈯�� 9：30～16：00〔予約制、☎0570-05-4890〕
�問 �日本年金機構　草津年金事務所（西渋川一）�
☎567-1311、562-9638

相談窓口のご案内（3月の予定）
秘密は厳守します。安心して相談してください。　
相談日以外にも、開所日に職員が相談に応じます。

◦�就労を妨げるさまざまな要因をかかえている人の就労相談・支援
　 平日　 8：30～17：15
�問 �商工観光労政課（ 4階）�☎561-2352、561-2486

◦お金や就労、ひきこもりなど、福祉の総合相談窓口
　 平日　 8：30～17：15
�問 �人とくらしのサポートセンター（ 2階）
　☎561-6927、561-0180

◦法律（弁護士）市民相談
　 18日㈭�13：30～16：30〔予約制、4日㈭～12日㈮
　 　 9：00～16：00、直接窓口へ〕�
　定 6 人〔先着順〕
◦行政相談（国の事務に関する困りごと相談）
　〔行政相談委員〕 8日㈪、17日㈬�� 9：30～12：00
◦行政書士相談（相続・遺言・成年後見など）
　 23日㈫　13：30～16：00〔予約制、4日㈭～〕�
　定 5人〔先着順〕
◦「あなたの相談室」（弁護士相談）（相続・離婚・交通事故・債務整理）
　 16日㈫　15：00～19：00〔予約制〕
問 �市民相談室（ 1階）　☎561-2329、561-2334�※平日 9：00～16：30

◦消費生活相談員による消費者契約トラブルなどに関する相談
　 平日　 9：00～16：30
�問 �消費生活センター（ 1階）　☎561-2353、561-2334

◦若年層の就職相談窓口（相談や適職診断、職場体験など）
　 �平日　 9：00～17：00（予約優先）
　対 �15～49歳（現役学生は除く）と家族
�問 �滋賀県地域若者サポートステーション草津本所（西渋川一）
☎563-0366、563-0368
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水道の閉栓連絡
　引っ越しなどで水道を使用しなく
なる場合は、 2～ 3 日前までに連絡
してください。閉栓の連絡がなければ、
使用していなくても基本料金がかか
ります。マンション・アパートなどの
共同住宅に住んでいる人は、管理人
や管理会社などに連絡してください。
共同住宅の管理人・管理会社は、入
居戸数に変更があった時点で、必ず
水道お客様センターへ連絡してくだ
さい。
問  水道お客様
　 センター（ 2 階）  
　☎561‐2４４1
　561‐2４８1

鉛製の給水管について
　鉛製の給水管が使用されている家
では、朝一番や水道を長時間使用し
ないと、鉛が溶け出していることがあ
ります。この場合、バケツ 1杯程度の
水は、風呂水や洗い物など、飲み水以
外に使ってください。
問  上下水道施設課（ 2 階） 
☎561‐2４02、561‐2４８1

手洗いやうがいで感染予防！
　水道水は、法令に定められた適切
な塩素消毒を実施しています。新型
コロナウイルスやインフルエンザウ
イルスには、一般的に塩素による消毒
効果が高いとされています。安全な
水道水で、感染を予防しましょう。
問  上下水道総務課（ 2 階） 
☎561‐2４４0、561‐2４８1

新入学（園）児と高齢者の交通事故防止
・�子どもには、「止まる」「見る」「待つ」という言葉を、親や周囲の大
人が何度も伝えて教えましょう

・�車に乗るときは、必ず全席シートベルト・チャイルドシートをしましょう
・�高齢ドライバー事故で最も多いのが交差点での「出会い頭事故」です。
一時停止場所では必ず停止し、優先道路であっても安全確認を十分に
行いましょう

草津警察署

安全伝言板
問 �草津警察署
　（大路二)  
　 ☎56３‐0110  
　56３‐0116

滋賀県警察官募集　申 �3 月 1 日㈪～ 4 月20日㈫��問 �☎0120‐20４‐３1４
詳しくは、滋賀県警察のホームページをご確認ください
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■「広報くさつ」「市ホームページ」広告掲載の問い合わせは、広報課（ 3階、☎561-2327、561-2483）
　◎広報くさつ　　　広告掲載料金： 1枠　32,000円（約61,000部発行）
　◎市ホームページ　広告掲載料金： 1枠・ 1カ月　20,000円
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●「みんなの掲示板」の 5 月 1 日号の締め切りは 3 月25日㈭です。詳しくは、お問い合わせください。�
　問�広報課（ 3 階） ☎561-2327、561-2483
●�サークルなどのメンバー募集は「いいことないかな？でんごんばん」でチェック！� �
問�草津コミュニティ支援センター（西大路町） ☎・563-0932※平日10：00～15：00




